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証券コード　6315
2019年６月５日

株 主 各 位
京 都 市 南 区 上 鳥 羽 上 調 子 町 ５ 番 地

代 表 取 締 役 社 長 岡 田 博 和

第41回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第41回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申

しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、2019年６月26日（水曜日）午後５時30分（営業時間内）までに到着するようご返送くださいます
ようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2019年６月27日（木曜日）午前10時
２．場 所 京都市南区上鳥羽上調子町５番地

当社本社７階会議室
（末尾に添付の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第41期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告、連結計算書類

ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第41期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
議　　　案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

以　上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願

い申しあげます。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インター

ネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.towajapan.co.jp）に掲載させていただきま
す。

－ 1 －

表紙
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株主総会参考書類

議案および参考事項
議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員４名は、本総会の終
結の時をもって任期満了となりますので、取締役４名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会から取締役候補者全員について適任である旨の
意見を得ております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏　名 当社における地位および担当

１
おかだ ひろかず

岡 田 博 和 再　任 代表取締役社長

２
うらがみ ひろし

浦 上 浩 再　任
取締役常務執行役員
モールド事業部・システム事業部担当
システム事業部長

３
たむら よしずみ

田 村 吉 住 再　任
取締役常務執行役員
経営企画本部・管理本部担当
管理本部長

４
いしだ こういち

石 田 耕 一 再　任
取締役上席執行役員
営業本部・新事業推進本部担当
新事業推進本部長

－ 2 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案
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候補者
番　号

氏 名
(生年月日)

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当 な ら び に
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

１
再　任

おかだ ひろかず
岡 田 博 和
(1951年８月11日生)

1979年 ４月 当社入社

171,620株

1988年 ３月 当社取締役
2000年 ６月 当社常務取締役
2003年 ８月 当社取締役
2005年11月 当社取締役ＰＭ市場開発室長
2006年 ６月 当社取締役常務執行役員

ＰＭ市場開発室長
2008年 ６月 当社取締役常務執行役員

開発本部長
2010年 ４月 当社専務取締役

開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当
2012年 ４月 当社代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）
東和半導体設備（南通）有限公司 董事長

《取締役候補者とした理由》
1979年入社後、当社事業のグローバル展開を推進し、営業部長を経て取締役に就任。当社グループの半
導体ビジネスにおける営業体制の礎を築く。その後、開発本部長等、商品開発における責任者を歴任。専
務取締役を経て、2012年に現職の代表取締役社長に就任。多岐にわたる業務経験で培われた見識と人脈
に加え、豊富なアイデアを持ち、経営者としてのリーダーシップを発揮し続けており、技術と企業文化の
継承を行う上での最重要人物として、引き続き取締役候補者といたしました。

２
再　任

うらがみ ひろし

浦 上 浩

(1958年１月31日生)

1983年 ３月 当社入社

25,000株

2013年 ６月 当社取締役執行役員開発本部長
2014年 ４月 当社取締役執行役員開発本部担当

開発本部長
2016年 ４月 当社取締役常務執行役員

システム事業部長
2017年10月 当社取締役常務執行役員

モールド事業部長兼システム事業部長
兼京都東事業所長兼九州事業所長

2018年10月 当社取締役常務執行役員
モールド事業部・システム事業部担当
システム事業部長（現任）

《取締役候補者とした理由》
1983年入社後、システム設計・開発に長年従事し、開発本部長に就任。その後、2013年取締役に就任
し、当社の技術開発に貢献。新商品の企画開発や品質向上などを主導して、経営理念に基づく技術開発を
牽引。事業全般についても豊富な経験･実績･見識を有しており、当社グループの研究開発および企業価値
向上の推進に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 3 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案
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候補者
番　号

氏 名
(生年月日)

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当 な ら び に
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

３
再　任

たむら よしずみ
田 村 吉 住
(1954年12月５日生)

1977年 ４月 株式会社京都銀行入行

15,600株

2010年12月 同行　営業統轄部阪神営業本部長
2012年 ７月 当社入社　管理本部総務部長
2013年 ６月 当社取締役管理本部担当

管理本部総務部長
2013年10月 当社取締役管理本部担当

管理本部長兼管理本部総務部長
2014年 ４月 当社取締役執行役員

管理本部担当管理本部長
2016年 ４月 当社取締役上席執行役員

経営企画本部・管理本部担当
管理本部長

2017年 ４月 当社取締役常務執行役員
経営企画本部・管理本部担当
管理本部長（現任）

（重要な兼職の状況）
ＴＯＷＡレーザーフロント株式会社 代表取締役社長

《取締役候補者とした理由》
2012年入社後、前職である金融機関での豊富な経験を活かして、管理部門の責任者としての業務を管掌
しており、2013年現職である取締役に就任し経営に参画。金融関係の業務に携わり培われた知見の深さ
と実績から高い見識を有しており、当社グループ全体の体制強化と業務効率化の推進に適任であると判断
し、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 4 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案
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候補者
番　号

氏 名
(生年月日)

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当 な ら び に
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

４
再　任

いしだ こういち
石 田 耕 一
(1962年10月６日生)

1985年 ３月 当社入社

9,400株

2010年 ４月 当社執行役員モールド事業部長
2014年 ４月 当社執行役員営業本部長
2016年 ４月 当社上席執行役員

営業本部長兼新事業推進本部長
2017年 ６月 当社取締役上席執行役員

営業本部長兼新事業推進本部長
2018年 ４月 当社取締役上席執行役員

営業本部・新事業推進本部担当
新事業推進本部長（現任）

《取締役候補者とした理由》
1985年入社後、長年にわたり当社の生産部門に従事し、2010年からは執行役員として事業戦略の構築
と推進を行い事業基盤の強化に貢献してまいりました。2017年６月から取締役を務めており、現在は営
業本部、新事業推進本部を管掌しております。これらの経験と実績は、今後も当社の経営に大きく寄与
し、持続的な成長の実現に不可欠な人物と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．各候補者の所有する当社の株式数につきましては、2019年３月31日時点の状況を記載しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

－ 5 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

( 2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで )

１．企業集団の現況
⑴　当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過および成果
当連結会計年度における世界経済は、米中貿易戦争の影響による中国経済の大幅な落ち込みや、

堅調が続いていた米国経済に減速の影が見られるなど、不透明感が強まる展開となりました。
また、これまで緩やかな回復が続いていた日本経済についても、中国経済の成長鈍化などにと

もない輸出や生産の一部に弱さが見られるなど、減速感があらわれました。
半導体業界におきましては、メモリー価格の下落やスマートフォン需要の減速などにより下半

期以降、市場は大きく低迷しました。また、米中貿易戦争の長期化により企業心理は一段と悪化
し、未だ回復の見通しは不透明な状況です。

このような状況のもと、当社グループは現在の厳しい市場環境を変革の時ととらえ、市況の回
復と同時に収益力の向上につながるよう、徹底的なコストの見直しを行いました。また、レーザ
加工装置事業を行うオムロンレーザーフロント株式会社の株式取得による子会社化およびシンガ
ポールのEMS企業であるKINERGY社の子会社より中国金型製造事業の譲り受けと同事業を行う
子会社を設立するなど、「ＴＯＷＡ１０年ビジョン」の達成に向けた経営基盤の強化を着実に進
めてまいりました。これらの取り組みに加え、2018年12月から2019年１月にかけて開催したプ
ライベートショーでは最新の設備や、コア技術を応用展開した受託加工、ナノテク、コーティン
グなどの新規事業分野の具体例の紹介、さらに「ゼロディフェクト」や「金型レーザクリーニン
グ」といったモールディング市場に新たな変革をもたらすコンセプトの紹介を行い、国内外の多
くのお客様より高い評価をいただきました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は282億72百万円（前連結会計年度比27億38百
万円、8.8％減）、営業利益９億37百万円（前連結会計年度比27億45百万円、74.6％減）、経常
利益９億39百万円（前連結会計年度比26億円、73.5％減）、親会社株主に帰属する当期純利益
８億77百万円（前連結会計年度比21億48百万円、71.0％減）となりました。

－ 6 －

事業の状況
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事業別の状況は次のとおりであります。
[半導体製造装置事業]

半導体製造装置事業におきましては、市場の浮き沈みに大きく左右されず安定的な収益が期待
できる、改造・修理、パーツ販売および中古機販売を行うトータル・ソリューション・サービス
（TSS）や、受託加工等の新規事業分野が伸張しました。しかし、買い替えサイクルの長期化に
よるスマートフォン需要の減少やIT大手のデータセンター向け投資の減速により、昨年までの積
極的な設備投資が下半期以降は急激に落ち込んだ結果、売上高248億25百万円（前連結会計年度
比47億53百万円、16.1％減）となりました。

収益面では、ハイエンドデバイス向けの高付加価値製品の売上台数が大きく落ち込んだこと
や、米中貿易戦争の影響などによる顧客の投資計画変更にともない、先行的に手配していたプラ
ットフォーム（顧客毎のカスタマイズ仕様に影響しない標準部分）などが社内の規定期間を超過
した滞留在庫となり、会計上の評価損が発生したことから、営業利益５億40百万円（前連結会計
年度比29億61百万円、84.6％減）となりました。
[ファインプラスチック成形品事業]

ファインプラスチック成形品事業におきましては、売上高16億２百万円（前連結会計年度比１
億70百万円、11.9％増）、営業利益２億23百万円（前連結会計年度比43百万円、24.3％増）
となりました。
[レーザ加工装置事業]

レーザ加工装置事業につきましては、第２四半期連結会計期間よりオムロンレーザーフロント
株式会社の株式を取得したため、報告セグメントを追加しております。

レーザ加工装置事業におきましては、車載向けを中心とした電子部品需要が堅調に推移した結
果、売上高18億44百万円、営業利益１億72百万円となり、当社グループの一員となった初年度
より黒字化を達成いたしました。

なお、上記の営業利益には、第２四半期連結会計期間に計上しました、オムロンレーザーフロ
ント株式会社の株式取得にともなう、のれんの償却費（56百万円）が含まれております。

企業集団の事業セグメント別の売上高 （単位：百万円）

事 業 区 分
第40期

2017年 4 月 1 日から
2018年 3 月31日まで

第41期
2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで

前 連 結 会 計
年 度 比 増 減

売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比 額 率
半導体製造装置事業 29,579 95.4％ 24,825 87.8％ △4,753 △16.1％
ファインプラスチック成形品事業 1,431 4.6％ 1,602 5.7％ 170 11.9％
レーザ加工装置事業 － － 1,844 6.5％ － －

合　　　計 31,010 100.0％ 28,272 100.0％ △2,738 △8.8％

－ 7 －

事業の状況
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②　設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資額は14億53百万円であり、半導体製造装置事業において14億７百

万円、ファインプラスチック成形品事業において31百万円、レーザ加工装置事業において14百
万円を実施いたしました。

③　資金調達の状況
当社は、資金調達の効率化および安定化を図るため取引銀行６行と総額97億円の当座貸越契約

およびコミットメントライン契約を締結しております。なお、当該契約に基づく当連結会計年度
末の借入実行残高は55億円であります。

⑵　直前３連結会計年度の財産および損益の状況
区 分 第 38 期

(2016年３月期)
第 39 期

(2017年３月期)
第 40 期

(2018年３月期)
第 41 期

(2019年３月期)
売 上 高 百 万 円 22,270 27,632 31,010 28,272
経 常 利 益 百 万 円 2,092 4,131 3,540 939
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 百 万 円 1,825 3,867 3,026 877

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 円 73.00 154.64 121.02 35.09

総 資 産 百 万 円 31,664 36,036 39,842 43,968
純 資 産 百 万 円 21,006 25,100 27,905 27,722
１株当たり純資産額 円 825.68 987.38 1,115.78 1,104.23

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。
２．１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。
３．海外取引先への半導体製造装置等の販売について、従来、出荷基準により収益を認識しておりましたが、

第39期より据付完了基準により収益を認識する方法に変更しております。第38期の財産および損益の
状況は、遡及適用後の金額を記載しております。

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を当連結
会計年度の期首から適用しており、第40期の総資産の金額については、当該会計基準等を遡って適用し
た後の金額となっております。

－ 8 －

事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況
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⑶　重要な親会社および子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当 社 の 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 バ ン デ ィ ッ ク 96百万円 100.0％ フ ァ イ ン プ ラ ス チ ッ ク
成 形 品 の 製 造

Ｔ Ｏ Ｗ Ａ Ｔ Ｅ Ｃ 株 式 会 社 30百万円 100.0％ 半 導 体 製 造 装 置 ・ 金 型 の
販 売 ・ ア フ タ ー サ ー ビ ス

ＴＯＷＡレーザーフロント株式会社 100百万円 100.0％ レ ー ザ 加 工 装 置 の 製 造
・ 販 売 ・ ア フ タ ー サ ー ビ ス

TOWA Asia-Pacific Pte.Ltd. 500千
シンガポールドル 100.0％ 半 導 体 製 造 装 置 ・ 金 型 の

販 売 ・ ア フ タ ー サ ー ビ ス
T O W A M  S d n . B h d . 8,000千

マレーシアリンギット 100.0％ 半 導 体 製 造 装 置 の 製 造

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

11,000千
フィリピンペソ 100.0％ 半 導 体 製 造 装 置 ・ 金 型 の

販 売 ・ ア フ タ ー サ ー ビ ス

TOWA THAI COMPANY LIMITED 10,000千バーツ 100.0％ 半 導 体 製 造 装 置 ・ 金 型 の
販 売 ・ ア フ タ ー サ ー ビ ス

TOWA USA Corporat ion 1,000千米ドル 100.0％ 半 導 体 製 造 装 置 ・ 金 型 の
販 売 ・ ア フ タ ー サ ー ビ ス

TOWA Europe B.V.(オランダ) 800千ユーロ 100.0％ 半 導 体 製 造 装 置 ・ 金 型 の
販 売 ・ ア フ タ ー サ ー ビ ス

TOWA Europe GmbH(ドイツ) 25千ユーロ 100.0％ 半 導 体 製 造 装 置 ・ 金 型 の 販 売

東和半導体設備(上海)有限公司 1,000千米ドル 100.0％ 半 導 体 製 造 装 置 ・ 金 型 の
販 売 ・ ア フ タ ー サ ー ビ ス

TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 12,000千米ドル 100.0％ 半 導 体 製 造 装 置 ・ 金 型 の 製 造

東和半導体設備(南通)有限公司 10,000千米ドル 90.0％ 半 導 体 製 造 用 金 型 の 製 造

台湾東和半導体設備股份有限公司 28,000千
ニュー台湾ドル 100.0％ 半 導 体 製 造 装 置 ・ 金 型 の

販 売 ・ ア フ タ ー サ ー ビ ス
Ｔ Ｏ Ｗ Ａ 韓 国 株 式 会 社 3,350百万

ウォン 100.0％ 半 導 体 製 造 装 置 ・ 金 型 の 製 造
・ 販 売 ・ ア フ タ ー サ ー ビ ス

（注）１．2018年８月１日付でオムロンレーザーフロント株式会社（同日付でＴＯＷＡレーザーフロント株
　　　　　式会社に社名変更）の株式を取得いたしました。
　　　２．2018年10月８日付で中国江蘇省に東和半導体設備（南通）有限公司を設立いたしました。
　　　３．2019年１月４日付でTOWA Europe GmbHを設立いたしました。
　　　４．2019年３月８日付でTOWA THAI COMPANY LIMITEDを設立いたしました。

－ 9 －

重要な親会社および子会社の状況
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⑷　対処すべき課題
当社は、2014年に「ものづくり企業の真価に挑む」をテーマに“既存事業の伸張・市場シェアア

ップ”と“コア技術の応用展開による「新たな市場」の創造”により、10年後には売上高500億円、営
業利益率16％の達成を目指す長期経営ビジョン「ＴＯＷＡ１０年ビジョン」を発表いたしました。

現在、第２次中期経営計画で掲げた“ＴＯＷＡのエンパワーメント”により諸施策を実行し、拡大
を続ける半導体市場においてＴＯＷＡのプレゼンスを高めることで計画を達成すべく取り組んでお
ります。当社グループにおける当面の主要な課題は以下のとおりであります。

①最先端パッケージ市場での更なる優位性の確保と既存パッケージ市場の掘り起こし
当社独自技術のコンプレッション装置は微細化、積層化、モジュール化が進む半導体製品の生産

に最適な装置として他社の追随を許さない優位性を持っております。このコンプレッション装置を
進化させることで絶対的な存在とし、唯一無二の優位性を確保すべく取り組んでまいります。

また、競争の激しいトランスファ装置市場でシェア拡大を図るため、金型製造事業を行う東和半
導体設備（南通）有限公司を加えた中国子会社３社の連携により、ローエンドおよびミドルレンジ
向けの市場開拓に取り組んでまいります。さらに、「ゼロディフェクト」や「金型レーザクリーニ
ング」などの既存のモールディング市場にはない新しいコンセプトを提案し、「世界のモールドプ
ロセスをＴＯＷＡに!!」の実現に向けた取り組みを進めてまいります。

②成形品事業の新市場開拓による業績拡大
微細加工技術を活用した新たな領域での新規受託ビジネスを開拓し、株式会社バンディックでの

量産体制を構築することにより売上拡大に取り組んでまいります。

③トータルソリューション・サービス（ＴＳＳ）事業と新事業への経営資源投入による収益機会の
拡大
改造・修理、パーツ販売および中古機販売を行うTSS事業のさらなる伸張のため、当社グループ

のサービス事業を統括するTOWATEC株式会社を中心に、グローバルなサービス・サポート体制の
強化に取り組んでまいります。また、2016年に韓国サムスン電子のグループ会社より譲り受けし
た、TOWA韓国株式会社の改造事業は、譲り受け当初と比較し売上規模は約２倍、営業利益は約４
倍と大きく成長いたしました。今後もさらなる事業規模の拡大にむけ、積極的な投資を行ってまい
ります。

新規事業につきましては、2018年８月にオムロンレーザーフロント株式会社の株式取得により
新たにレーザ加工装置事業を展開することとなりました。レーザ複合装置の草分け的存在である同
社と当社の連携により、既存事業の強化および新たな事業への展開を進めてまいります。また、当
社のコア技術を応用展開した受託加工、ナノテク、コーティング等の新規事業分野における投資を
継続し、収益機会の拡大に取り組んでまいります。

④コーポレート・ガバナンスの強化による更なる企業価値の向上
取締役会の監督機能強化やコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、経営の透明性・公正

性の向上にむけた体制を整備し、多くのステークホルダーの皆様から信頼を得られるよう取り組ん
でまいります。

－ 10 －

対処すべき課題
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⑸　主要な事業内容（2019年３月31日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

半導体製造装置事業 半導体製造装置の製造および販売

ファインプラスチック成形品事業 医療機器等の製造および販売

レーザ加工装置事業 レーザ加工装置の製造および販売

⑹　主要な営業所および工場（2019年３月31日現在）
名　　 　　称 所　在　地 主な事業区分

ＴＯＷＡ株式会社

本社工場 京都市南区

半 導 体 製 造 装 置 事 業
京都東事業所 京都府綴喜郡宇治田原町

坂東記念研究所 京都府宇治市

九州事業所 佐賀県鳥栖市

株式会社バンディック 山梨県韮崎市 フ ァ イ ン プ ラ ス チ ッ ク
成 形 品 事 業

ＴＯＷＡレーザーフロント株式会社 神奈川県相模原市 レ ー ザ 加 工 装 置 事 業

ＴＯＷＡＭ Ｓｄｎ．Ｂｈｄ. マレーシア［ペナン州］ 半 導 体 製 造 装 置 事 業

TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 中国［江蘇省］ 半 導 体 製 造 装 置 事 業

東和半導体設備(南通)有限公司 中国［江蘇省］ 半 導 体 製 造 装 置 事 業

ＴＯＷＡ韓国株式会社 韓国［忠南］ 半 導 体 製 造 装 置 事 業

－ 11 －

主要な事業内容、主要な営業所および工場
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⑺　従業員の状況（2019年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

事　　業　　区　　分 従　業　員　数 前連結会計年度末比増減

半導体製造装置事業 1,389 （97）名 149名増 （19名減）

ファインプラスチック成形品事業 54 （87）名 2名増 （増減なし）

レーザ加工装置事業 74 （0）名 －

合 計 1,517 （184）名 225名増 （19名減）
（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへ

の出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、
（　）内に年間の平均人員数を外数で記載しております。

２．従業員数が前連結会計年度末と比べて225名増加した主な要因は、TOWAレーザーフロント株式会社お
よび東和半導体設備（南通）有限公司を連結対象の子会社としたためであります。

②　当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

512（72）名 28名増（4名増） 39.9歳 13.7年
（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、（　）内に年間の平均人員数を外数で記
載しております。

⑻　主要な借入先の状況（2019年３月31日現在）
(単位：百万円）

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 京 都 銀 行 4,242
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,111
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,443
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,432
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 563
農 林 中 央 金 庫 513

（注）当社は、資金調達の効率化および安定化を図るため、取引銀行６行と総額97億円の当座貸越契約およびコミ
ットメントライン契約を締結しております。なお、当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は55
億円であります。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 12 －

従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（2019年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 80,000,000株
②　発行済株式の総数 25,021,832株
③　株主数 11,104名
④　大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 3,522,000株 14.08％

株式会社ケイビー恒産 2,000,000株 8.00％

BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND 1,880,900株 7.52％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 936,400株 3.74％

蒲生　徳子 718,576株 2.87％

株式会社京都銀行 699,840株 2.80％

株式会社エヌレガロ 600,000株 2.40％

坂東　幸子 510,352株 2.04％

ＴＯＷＡ社員持株会 343,464株 1.37％

JP MORGAN CHASE BANK 385151 330,737株 1.32％

（注）持株比率は自己株式（12,526株）を控除して計算しております。

⑵　新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

－ 13 －

株式の状況、新株予約権等の状況
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⑶　会社役員の状況
①　取締役の状況（2019年３月31日現在）

氏 名 地 位 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

岡 田 博 和 代 表 取 締 役 社 長 東和半導体設備(南通)有限公司董事長

浦 上 　 浩 取 締 役
常 務 執 行 役 員
モ ー ル ド 事 業 部 ・
シ ス テ ム 事 業 部 担 当
シ ス テ ム 事 業 部 長

田 村 吉 住 取 締 役
常 務 執 行 役 員
経 営 企 画 本 部 ・
管 理 本 部 担 当
管 理 本 部 長

ＴＯＷＡレーザーフロント株式会社
代表取締役社長

石 田 耕 一 取 締 役
上 席 執 行 役 員
営 業 本 部 ・
新 事 業 推 進 本 部 担 当
新 事 業 推 進 本 部 長

小 林 久 芳 取 締 役
（監査等委員・常勤）

桑 木 　 肇 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

公 認 会 計 士
A P T J 株 式 会 社 取 締 役

和 氣 大 輔 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 和 氣 公 認 会 計 士 事 務 所 所 長

（注）１．取締役（監査等委員）桑木 肇氏および和氣大輔氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）小林久芳氏、桑木 肇氏および和氣大輔氏は、以下のとおり、財務および会計に関

する相当程度の知見を有しております。
・取締役（監査等委員）小林久芳氏は、長年にわたり当社の経理部に在籍し、経理・財務業務に携わっ

てきた経験があります。
・取締役（監査等委員）桑木 肇氏は、公認会計士の資格を有しております。
・取締役（監査等委員）和氣大輔氏は、公認会計士および税理士の資格を有しております。

３．重要な会議等に出席し情報収集の充実を図り、内部監査室との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、
監査･監督機能を強化するために、小林久芳氏を常勤の監査等委員として選定しております。

４．取締役（監査等委員）桑木 肇氏および和氣大輔氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、届け出ております。

－ 14 －

会社役員の状況
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②　取締役に支払った報酬等の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円）

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ） 4名 129,200

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

3名
（2名）

23,550
（10,020）

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

7名
（2名）

152,750
（10,020）

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第38回定時株主
総会において年額３億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

２．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第38回定時株主総会において年額30百
万円以内と決議いただいております。

３．上記の報酬等の額には、取締役（監査等委員を除く）４名に対する当事業年度における役員賞与引当金
の繰入額23,000千円が含まれております。

③　社外役員に関する事項
イ．他の法人等との重要な兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）および当社と当該他

の法人等との関係
区 分 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

桑 木 　 肇 ＡＰＴＪ株式会社　取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 和 氣 大 輔 和氣公認会計士事務所　所長

（注）上記の重要な兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。

－ 15 －

会社役員の状況
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ロ．当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 出 席 状 況 お よ び 発 言 状 況

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 桑 木 　 肇

当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席いたしま
した。また、監査等委員会17回全てに出席いたしました。
主に会計および税務的な見地から、取締役会において、取締
役会の監督機能の実効性の確保をするための発言を行って
おります。また、監査等委員会において、監査結果について
意見交換等、専門的見地から必要な発言を行っております。

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 和 氣 大 輔

当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席いたしま
した。また、監査等委員会17回全てに出席いたしました。
主に公認会計士および税理士としての専門的見地から、取締
役会において、取締役会の監督機能の実効性を確保するため
の発言を行っております。また、監査等委員会において、監
査結果について意見交換等、専門的見地から必要な発言を行
っております。

ハ．責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

－ 16 －

会社役員の状況
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⑷　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　ＰｗＣ京都監査法人

②　報酬等の額
（単位：千円）

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 33,000

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 33,000
　（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の監査報酬等の額を明確に区別しておらず、実質的にも区別できませんので、当事業年度に係る会
計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　　２．当社の子会社のうち、TOWA半導体設備(蘇州)有限公司ほか計９社は、当社の会計監査人以外の公認
会計士または監査法人の監査を受けております。

③　会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由
監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）、社内関係部署および会計監査

人より必要な資料を入手し、報告を受けた上で、前期の監査実績の分析・評価、監査計画におけ
る監査時間・配員計画、会計監査人の職務執行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した
結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第１項の同意を行っております。

④　非監査業務の内容
該当事項はありません。

⑤　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、解任が相当と

認められる場合は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査
人の適格性、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる
場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合
には、会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたしま
す。

－ 17 －

会計監査人の状況
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⑸　業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を決議しております。決議内容お

よび運用状況の概要は次のとおりです。

［決議内容の概要]
①　当社および子会社の取締役等ならびに従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制
イ．法令遵守を重要課題と位置付け、当社および子会社の取締役等ならびに従業員が、法令・定

款および社会規範を遵守した行動をとるための規範となるコンプライアンス規程をはじめ、法
令遵守に係る規程を整備・制定する。

ロ．取締役、管理職および従業員に対して階層別に必要な研修を定期的に実施し、コンプライア
ンスに対する意識の維持・向上を図る。

ハ．内部監査室は、その監査の一環として法令遵守体制の有効性について監査する。
ニ．前二項の結果は、定期的に取締役会および監査等委員会に報告する。
ホ．法令上疑義のある行為等について、直接情報提供を受ける手段として通報者の保護を徹底し

た公益通報・相談システムを充実する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
取締役会議事録、稟議書、帳票類、各種契約書、その他取締役の職務執行状況を示す主要な保

存文書・情報類（電磁的媒体を含む。）の明確化を行い、適切な保存期間の設定および管理方法
を明確にするために「文書管理規程」、「情報システム管理規程」の見直し・整備を推進する。

③　当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．当社の代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、当社および子会社の経営

環境、事業活動、会社財産の状況を踏まえたリスクの識別、分析および評価を実施する。
ロ．識別および分析されたリスクに応じたリスク管理組織を設置し、リスク管理を有効にするた

めの具体的管理計画の策定に基づいた管理の実行と定期的な評価を行う体制を構築する。
ハ．前項のリスク管理に関する実行と評価は、定期的に取締役会に報告する。
ニ．内部監査室は、その監査の一環としてリスク管理の有効性について監査する。

④　当社および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、あらかじめ経営会議において

協議を行い、取締役会が決定する。
ロ．当社の取締役会が執行を決定した経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、経

営会議において定期的にレビューを行い、取締役会に報告する。
ハ．当社は、取締役の職務の執行の効率性を確保するために、執行役員制度の導入によって職務

分担と権限を明確にし、社内組織における適切な役割分担と連携を行う体制を構築する。

－ 18 －

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
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ニ．当社および子会社は、権限およびその他の組織に関する基準を定め、これを準拠し、業務を
執行する。

ホ．当社および子会社は、業務の簡素化、組織のスリム化およびＩＴの適切な活用を通じて業務
の効率化推進体制を構築する。

⑤　当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．「組織・職務分掌規程」および「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社統括担当部門

および各本部は、それぞれの所管業務を通じて、子会社の事業における内部統制システムの構
築・整備・運用について指導・管理する。また、子会社の決算書類およびその他の重要な情報
について、当社への定期的な報告を義務付ける。

ロ．内部監査室は、「国内外事業会社内部監査規程」の定めるところに従って、子会社における
法令遵守およびリスク管理体制等内部統制システムの構築と運用について監査する。

⑥　監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項
監査等委員会が求めたときは、所定の決裁を経て、監査等委員会の職務を補助すべき従業員を

必要に応じて配置する。

⑦　監査等委員会の職務を補助すべき従業員の他の取締役からの独立性に関する事項ならびに監査
等委員会の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ．監査等委員会の職務を補助すべき従業員が監査等委員会の補助職務を担うときは、監査等委

員会の指揮命令に従う。
ロ．監査等委員会の職務を補助すべき従業員の人事異動、人事評価および懲戒に関しては、あら

かじめ監査等委員会の同意を得る。

⑧　当社および子会社の取締役等ならびに従業員が監査等委員会に報告をするための体制その他の
監査等委員会への報告に関する体制

会社経営および事業運営上の重要事項ならびに業務執行の状況および結果等、あらかじめ協議
して定める監査等委員会に対する報告事項について実効的かつ機動的な報告がなされるよう社内
体制の整備を行う。

⑨　監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制

「公益通報（内部通報）取扱規程」に基づき、監査等委員会への通報を理由として不利な扱い
を受けないことを確保する体制とする。

－ 19 －

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
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⑩　監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生

ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でない
と認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑪　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．会社の重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するために、監査等委員が社内の

重要な会議等に出席できる体制を確保する。
ロ．代表取締役社長と監査等委員会は定期的に会合をもち、監査上の重要課題等について意見を

交換し、相互認識と信頼関係を深めるように努める。

［運用状況の概要]
①　法令遵守体制

「コンプライアンス規程」において、当社および子会社の取締役等ならびに従業員が遵守すべ
き行動基準を明記しております。また、「インサイダー取引管理規程」、「個人情報保護規程」、
「公益通報（内部通報）取扱規程」等を制定し、法令遵守体制を整備・構築するとともに、社内
への浸透を図るため、全社員を対象とした定期的な研修教育を実施しております。

②　リスク管理体制
「リスク管理委員会規程」および「リスク管理運営規程」に基づき、代表取締役社長を委員長

とするリスク管理委員会を設置しており、毎年当該委員会にて当社および子会社の事業上の様々
なリスクを評価し、リスク対策を決定しております。決定されたリスク対策は、下部組織である
リスク対策分科会にて実施しており、その実施状況については定期的に取締役会へ報告を行って
おります。

③　取締役の職務の執行体制
イ．「取締役会規程」に基づき、定期的に取締役会を開催しており、当期は17回開催いたしまし

た。また、経営上の重要な案件については、代表取締役が指名した執行役員等のメンバーで構
成された経営会議にて事前に協議することにより、迅速かつ効率的な経営の意思決定を行える
体制を確立しております。

ロ．当社は、取締役会の監督機能強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、統
治体制を監査等委員会設置会社とし、取締役会の議決権を有する監査等委員が監査を行うこと
により、監査・監督の実効性の向上を図っております。

－ 20 －

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
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④　グループ会社管理体制
子会社の営業成績、財務状況およびその他の重要な情報につきましては、子会社から親会社へ

定期的または随時報告され、当社は的確にその状況を把握しております。また、子会社における
特に重要度の高い業務の執行については、最終決裁を親会社とする等、企業集団としての内部統
制が適切に機能する体制を整えております。

⑤　監査等委員の活動に関わる体制
常勤監査等委員は、経営会議、リスク管理委員会等の社内の重要会議への出席や、稟議決裁等

を通じて、監査に必要な情報を収集するとともに、その意思決定のプロセスや内容について監督
を行い、必要に応じて監査等委員会において、他の監査等委員に報告しております。

また、経営トップとの円滑なコミュニケーションを図るため、各監査等委員と代表取締役社長
との意見交換の場を定期的に設けており、当期は12回開催いたしました。

⑹　剰余金の配当等の決定に関する方針
当社定款の定めにより、剰余金の配当等は取締役会の決議により定めております。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営施策の一つであると考えており、競争力のあ

る製品開発を目指す研究開発投資や生産性向上を目的とする設備投資、新たな市場への事業展開に
係る投資、また、財務体質の改善等に必要な内部留保を確保した上で、各事業年度の業績に応じた
利益配分を実施することを基本方針としております。

当事業年度の期末配当金につきましては、１株当たり16円とさせていただきます。なお、中間配
当金を見送りとさせていただきましたので、年間の配当金は１株当たり16円となります。

－ 21 －
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流動資産
現金および預金
受取手形および売掛金
電子記録債権
たな卸資産
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産

建物および構築物
機械装置および運搬具
土地
リース資産
建設仮勘定
その他

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
繰延税金資産
退職給付に係る資産
その他
貸倒引当金

26,835,077
7,651,770
9,352,845

188,866
8,282,684
1,361,554

△2,645
17,133,646
12,117,231

3,921,760
2,577,221
4,366,480

1,729
665,207
584,831
657,648
425,557
232,091

4,358,766
2,746,794

983,418
145,061
483,858

△367

流動負債 11,485,841
支払手形および買掛金 1,631,020
電子記録債務 953,563
短期借入金 5,500,000
一年以内返済予定長期借入金 910,000
未払法人税等 162,353
賞与引当金 544,231
役員賞与引当金 33,012
製品保証引当金 129,865
その他 1,621,794

固定負債 4,759,921
長期借入金 4,086,875
退職給付に係る負債 666,803
繰延税金負債 848
その他 5,394

負債合計 16,245,762
純 資 産 の 部

株主資本 26,099,497
資本金 8,932,627
資本剰余金 462,236
利益剰余金 16,715,938
自己株式 △11,305

その他の包括利益累計額 1,516,538
その他有価証券評価差額金 1,417,201
為替換算調整勘定 53,368
退職給付に係る調整累計額 45,968

非支配株主持分 106,925
純資産合計 27,722,961

資産合計 43,968,723 負債・純資産合計 43,968,723
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連 結 損 益 計 算 書
( 2018年 4 月 1 日から

2019年 3 月31日まで )
（単位：千円）

科 目 金 額
売上高 28,272,099
売上原価 21,285,744

売上総利益 6,986,354
販売費および一般管理費 6,049,325

営業利益 937,029
営業外収益

受取利息および配当金 65,688
受取保険金 35,214
訴訟費用返戻金 30,476
雑収入 87,994 219,374

営業外費用
支払利息および社債利息 29,621
為替差損 131,059
雑損失 55,987 216,669
経常利益 939,733

特別利益
固定資産売却益 68,929 68,929

特別損失
その他 11,553 11,553
税金等調整前当期純利益 997,109
法人税・住民税および事業税 443,160
法人税等調整額 △316,135 127,025
当期純利益 870,084
非支配株主に帰属する当期純損失 7,607
親会社株主に帰属する当期純利益 877,692
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連結株主資本等変動計算書
( 2018年 4 月 1 日から

2019年 3 月31日まで )
（単位：千円）

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 8,932,627 462,236 16,238,399 △11,082 25,622,180
連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △400,153 △400,153
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 877,692 877,692
自 己 株 式 の 取 得 △222 △222
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 477,539 △222 477,316
当 期 末 残 高 8,932,627 462,236 16,715,938 △11,305 26,099,497

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 非支配
株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当 期 首 残 高 2,017,480 153,109 112,381 2,282,970 － 27,905,151
連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △400,153
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 877,692
自 己 株 式 の 取 得 △222
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △600,278 △99,740 △66,413 △766,432 106,925 △659,506

連結会計年度中の変動額合計 △600,278 △99,740 △66,413 △766,432 106,925 △182,190
当 期 末 残 高 1,417,201 53,368 45,968 1,516,538 106,925 27,722,961
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　15社
・連結子会社の名称　　　　　　　株式会社バンディック

ＴＯＷＡレーザーフロント株式会社
ＴＯＷＡＴＥＣ株式会社
TOWAM Sdn. Bhd.
TOWA半導体設備（蘇州）有限公司
東和半導体設備（南通）有限公司
TOWA韓国株式会社
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.
東和半導体設備（上海）有限公司
台湾東和半導体設備股份有限公司
TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.
TOWA THAI COMPANY LIMITED
TOWA USA Corporation
TOWA Europe GmbH
TOWA Europe B.V.

　上記のうち、ＴＯＷＡレーザーフロント株式会社については、当連結会計年度において株式を取
得し子会社化したため、連結の範囲に含めております。
　また、東和半導体設備（南通）有限公司、TOWA THAI COMPANY LIMITEDおよびTOWA 
Europe GmbHについては、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に含めてお
ります。
②　非連結子会社の状況

該当事項はありません。
③　議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった会社等の状況

該当事項はありません。
⑵　持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した関連会社の状況
該当事項はありません。

②　持分法を適用していない非連結子会社および関連会社の状況
該当事項はありません。

③　議決権の100分の20以上、100分の50以下を所有しているにもかかわらず関連会社としなか
った会社の状況
該当事項はありません。
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⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、TOWA半導体設備（蘇州）有限公司、東和半導体設備（南通）有限公司およ
び東和半導体設備（上海）有限公司の決算日は12月31日であります。
　連結計算書類の作成にあたって、これらの会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に
基づく計算書類を使用しております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準および評価方法

イ．その他有価証券
時価のあるもの……………………連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定しております。）

時価のないもの……………………移動平均法による原価法
ロ．デリバティブ……………………時価法
ハ．たな卸資産

製品…………………………………主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法により算定）

仕掛品………………………………主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法により算定）

原材料………………………………主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品………………………………主として最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産……………………
（リース資産を除く）

当社および国内連結子会社は定率法、在外連結子会社は定額
法によっております。
ただし、当社および国内連結子会社については、1998年４
月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）ならびに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物
については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物および構築物　　　　３～50年
機械装置および運搬具　　２～10年

ロ．無形固定資産……………………
（リース資産を除く）

当社および連結子会社は定額法によっております。ただし、
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法によっております。

ハ．リース資産………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採
用しております。
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③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
ます。

ロ．賞与引当金………………………当社および一部の連結子会社は、従業員賞与の支給に備える
ため、支給見込額に基づき計上しております。

ハ．役員賞与引当金…………………当社および一部の連結子会社は、役員賞与の支給に備えるた
め、支給見込額に基づき計上しております。

ニ．製品保証引当金…………………当社および一部の連結子会社は、保証期間中の製品に係る補
修費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎に売上に対応
する補修費用の見積額を計上しております。また、個別に発
生額を見積もることができる費用については、その見積額を
計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（主として10年）による定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（主として10年）による定率法により、発生の翌連結会計年度から費用処理しており
ます。

ハ．未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の会計処理方法
　未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産
の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

ニ．小規模企業等における簡便法の採用
　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期
末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しております。なお、在外子会社等の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部に
おける為替換算調整勘定に含めて計上しております。

－ 27 －

連結注記表



2019/05/24 21:20:33 / 18483895_ＴＯＷＡ株式会社_招集通知（Ｃ）

⑥　重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法………………繰延ヘッジ処理を採用しております。

特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理
を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…………………………金利スワップ
ヘッジ対象…………………………借入金の金利

ハ．ヘッジ方針………………………金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取
引は行わない方針であります。

ニ．ヘッジの有効性評価の方法……金利スワップについては、特例処理を採用しているため、ヘ
ッジの有効性評価は省略しております。

⑦　のれんの償却方法および償却期間
　のれんの償却については、５～８年間の定額法により償却を行っております。

⑧　その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ．消費税等の会計処理……………消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、

控除対象外消費税および地方消費税は、当連結会計年度の費
用として処理しております。

ロ．連結納税制度の適用……………連結納税制度を適用しております。
⑸　表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）を当
連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債
は固定負債の区分に表示しております。
（連結損益計算書）
　前連結会計年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「受取保険金」は、金
額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。なお、前連結会計年度の「受
取保険金」は603千円であります。

２．連結貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 21,286,852千円
⑵　当社は、資金調達の効率化および安定化を図るため取引銀行６行と当座貸越契約およびコミット

メントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約およびコミットメ
ントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額およびコミットメントライン契約の総額 9,700,000千円
借入実行残高 5,500,000千円
差引額 4,200,000千円

⑶　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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３．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度末の発行済株式の種類および総数

普通株式 25,021,832株
⑵　剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2018年５月10日
取締役会 普通株式 400,153 16 2018年３月31日 2018年６月29日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（千円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

2019年５月13日
取締役会 普通株式 400,148 利益剰余金 16 2019年３月31日 2019年６月28日

⑶　当連結会計年度末日における新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。

⑷　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

４．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、一時的な余資は短期的な預金等に限定し運用しております。また、資金調達
については主に半導体製造装置事業を行うための設備投資計画等に照らして、必要な資金を銀行
借入により調達しております。なお、資金調達の効率化および安定化を図るため、取引銀行６行
と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。デリバティブは、後述す
るリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容およびそのリスク
　営業債権である受取手形および売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりま
す。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の
変動リスクに晒されております。
　投資有価証券は、主に取引先企業等に関する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されてお
ります。
　営業債務である支払手形および買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期
日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
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　借入金は、主に設備投資および運転資金として調達したものであります。このうち一部は、金
利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッ
ジしております。また、一部の借入金については、財務制限条項への抵触により、借入金の繰上
返済請求を受けるリスクがあります。
　デリバティブ取引は、借入金金利等の将来の金利市場における変動リスクを回避する目的で利
用しております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、営業債権である受取手形および売掛金、電子記録債権について、営業活動規程に従
い、取引開始時における与信調査および与信限度額の定期的な見直し等を行っております。連
結子会社についても、当社に準じて同様の管理を行っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社は、一部の長期借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取
引を利用しております。
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市
況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を見直しております。
　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた社内ルールに従い、経理部
が決裁担当者の承認を得て行っております。連結子会社についても、当社に準じて同様の管理
を行っております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、
手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、当社に
準じて同様の管理を行っております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

－ 30 －
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりま
せん（（注）２．参照）。

連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

①　現金および預金 7,651,770 7,651,770 －
②　受取手形および売掛金 9,352,845

貸倒引当金（＊） △2,645
9,350,200 9,350,200 －

③　電子記録債権 188,866 188,866 －
④　投資有価証券 2,718,549 2,718,549 －
　資産計 19,909,387 19,909,387 －
①　支払手形および買掛金 1,631,020 1,631,020 －
②　電子記録債務 953,563 953,563 －
③　短期借入金 5,500,000 5,500,000 －
④　未払法人税等 162,353 162,353 －
⑤　長期借入金 4,996,875 4,997,691 816
　負債計 13,243,812 13,244,628 816
　デリバティブ取引 － △1,373 △1,373

　（＊）売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

　資　産
①　現金および預金

　現金および預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。

②　受取手形および売掛金、③　電子記録債権
　これらについては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。なお、１年を超えて決済される売掛金について
は、信用リスクを個別に把握することが困難なため、貸倒引当金を信用リスクとみな
し、それを控除したものを帳簿価額とみなしております。

－ 31 －
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④　投資有価証券
　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、有価証券は
その他有価証券として保有しており、これに関する事項については以下のとおりであり
ます。

種類
連結貸借対照表

計上額
（千円）

取得原価
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 株式 2,709,984 768,634 1,941,349
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 株式 8,565 9,400 △835

合計 2,718,549 778,034 1,940,514
　負　債

①　支払手形および買掛金、②　電子記録債務、③　短期借入金、④　未払法人税等
　これらについては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。

⑤　長期借入金
　これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定され
る利率で割り引いて算定する方法によっております。ただし、変動金利による長期借入
金については、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価
額にほぼ等しいといえることから、当該帳簿価額によっております。

　デリバティブ取引
①　ヘッジ会計が適用されていないもの

　該当するものはありません。
②　ヘッジ会計が適用されているもの

　ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額または契約において定められた
元本相当額等は、次のとおりです。

ヘッジ会計の方法 デリバティブ取引
の種類等 主なヘッジ対象 契約額等

（千円）
契約額のうち

一年超
（千円）

時価(千円)

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引
支払固定・受取変動 長期借入金 322,500 112,500 △1,373

（注）時価の算定方法は、金融機関より提示された価格によっております。

－ 32 －
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 28,245
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から、「④　投資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金および預金 7,651,770 － － －
受取手形および売掛金 9,352,845 － － －
電子記録債権 188,866 － － －

合計 17,193,482 － － －

４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

長期借入金 910,000 3,646,875 440,000 －

５．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 1,104円23銭
(2) １株当たり当期純利益 35円09銭

６．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

－ 33 －
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貸　借　対　照　表
（2019年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現金および預金
受取手形
売掛金
商品および製品
仕掛品
原材料および貯蔵品
前払費用
未収入金
関係会社短期貸付金
一年以内返済予定関係会社長期貸付金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産

建物
構築物
機械装置
車両運搬具
工具器具備品
土地
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
出資金
関係会社出資金
関係会社長期貸付金
前払年金費用
繰延税金資産
その他

19,341,005
3,196,918

278,386
8,107,015
1,098,393
3,581,725

109,875
84,134

853,006
1,390,000

60,000
584,193
△2,645

17,189,918
8,012,471
2,311,664

137,919
1,285,892

4,206
400,637

3,823,028
49,122

387,960
363,781
24,178

8,789,486
2,746,794
1,505,070

64,843
2,411,125
1,040,000

44,953
844,467
132,231

流動負債 10,744,135
支払手形 1,056,189
買掛金 1,454,878
短期借入金 5,500,000
一年以内返済予定長期借入金 910,000
未払金 1,007,085
未払法人税等 6,771
未払費用 129,929
前受金 202,464
預り金 19,519
賞与引当金 305,962
役員賞与引当金 23,000
製品保証引当金 118,992
その他 9,343

固定負債 4,086,875
長期借入金 4,086,875

負債合計 14,831,010
純 資 産 の 部

株主資本 20,282,711
資本金 8,932,627
資本剰余金 462,236

資本準備金 462,236
利益剰余金 10,899,152

利益準備金 217,594
その他利益剰余金 10,681,557

自己株式 △11,305
評価・換算差額等 1,417,201

その他有価証券評価差額金 1,417,201
純資産合計 21,699,913

資産合計 36,530,923 負債・純資産合計 36,530,923

－ 34 －
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損　益　計　算　書
( 2018年 4 月 1 日から

2019年 3 月31日まで )
（単位：千円）

科 目 金 額
売上高 23,188,121
売上原価 19,254,495

売上総利益 3,933,625
販売費および一般管理費 4,760,855

営業損失 827,229
営業外収益

受取利息および配当金 113,405
固定資産賃貸料 21,840
受取保険金 35,214
訴訟費用返戻金 30,476
雑収入 64,865 265,801

営業外費用
支払利息 29,441
為替差損 97,747
雑損失 48,478 175,666
経常損失 737,095

特別利益
固定資産売却益 54,144 54,144

特別損失
固定資産除却損 8,840 8,840
税引前当期純損失 691,791
法人税・住民税および事業税 △27,915
法人税等調整額 △195,975 △223,890
当期純損失 467,901

－ 35 －
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株主資本等変動計算書
( 2018年 4 月 1 日から

2019年 3 月31日まで )
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資本剰余金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 　 　 計資本準備金 利益準備金 その他利益

剰 余 金
利益剰余金
合 計

当 期 首 残 高 8,932,627 462,236 177,579 11,589,627 11,767,207 △11,082 21,150,987
事業年度中の変動額
利益準備金積立 40,015 △40,015 － －
剰 余 金 の 配 当 △400,153 △400,153 △400,153
当 期 純 損 失 △467,901 △467,901 △467,901
自己株式の取得 △222 △222
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 40,015 △908,069 △868,054 △222 △868,276
当 期 末 残 高 8,932,627 462,236 217,594 10,681,557 10,899,152 △11,305 20,282,711

評価・換算
差 額 等 純資産合計その他有価証券
評価差額金

当 期 首 残 高 2,017,480 23,168,468
事業年度中の変動額
利益準備金積立 －
剰 余 金 の 配 当 △400,153
当 期 純 損 失 △467,901
自己株式の取得 △222
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額) △600,278 △600,278

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △600,278 △1,468,555
当 期 末 残 高 1,417,201 21,699,913

－ 36 －
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個別注記表
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式……………移動平均法による原価法
その他有価証券

時価のあるもの…………事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの…………移動平均法による原価法
２．デリバティブ…………………時価法
３．たな卸資産の評価基準および評価方法

製品…………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）

仕掛品………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）

原材料………………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品………………………最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

４．固定資産の減価償却方法
有形固定資産………………
（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得
した建物（建物附属設備を除く）ならびに2016年４月１日以降に
取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用してお
ります。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　３～50年
機械装置　　２～10年

無形固定資産………………
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについ
ては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって
おります。

リース資産…………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。

５．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金…………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可
能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

－ 37 －
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⑵　賞与引当金…………………従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しており
ます。

⑶　役員賞与引当金……………役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
⑷　製品保証引当金……………保証期間中の製品に係る補修費用の支出に備えるため、過去の実績

を基礎に売上に対応する補修費用の見積額を計上しております。ま
た、個別に発生額を見積もることができる費用については、その見
積額を計上しております。

⑸　退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務お
よび年金資産の見込額に基づき計上しております。ただし、当事業年度
末においては、年金資産の見込額が退職給付債務見込額から未認識数理
計算上の差異等を控除した額を超えているため、前払年金費用として貸
借対照表の投資その他の資産に計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しておりま
す。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（10年）による定率法により、発生の翌事業
年度から費用処理しております。

６．ヘッジ会計の処理……………繰延ヘッジ処理を採用しております。
特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理によっ
ております。

７．退職給付に係る会計処理……退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方
法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なってお
ります。

８．消費税等の会計処理…………消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除
対象外消費税および地方消費税は、当事業年度の費用として処理し
ております。

９．連結納税制度の適用…………連結納税制度を適用しております。
10．表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）を当
事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固
定負債の区分に表示する方法に変更しております。
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（貸借対照表）
　前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金」および「関係会
社短期貸付金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記しております。なお、
前事業年度の「未収入金」は486,372千円、「関係会社短期貸付金」は930,000千円であります。
（損益計算書）
　前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「受取保険金」は、金額的
重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記しております。なお、前事業年度の「受取保険金」
は603千円であります。

（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 15,589,656千円
２．関係会社に対する金銭債権および金銭債務

短期金銭債権 2,445,133千円
長期金銭債権 1,040,000千円
短期金銭債務 1,699,364千円

３．当社は、資金調達の効率化および安定化を図るため取引銀行６行と当座貸越契約およびコミット
メントライン契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約およびコミットメント
ライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額およびコミットメントライン契約の総額 9,700,000千円
借入実行残高 5,500,000千円
差引額 4,200,000千円

４．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（損益計算書に関する注記）
１．関係会社との取引高 売上高 589,500千円

仕入高 10,237,350千円
その他 1,407,768千円
営業取引以外の取引高 151,222千円

２．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当事業年度末における自己株式の種類および株式数

普通株式 12,526株
２．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
試作品 561,777千円
仕掛品評価損 428,984千円
賞与引当金 93,441千円
減価償却超過額 138,872千円
減損損失 330,215千円
関係会社株式評価損 167,778千円
繰越欠損金 7,161千円
その他 269,391千円

繰延税金資産小計 1,997,623千円
評価性引当額 △616,089千円

繰延税金資産合計 1,381,533千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △523,313千円
その他 △13,753千円

繰延税金負債合計 △537,066千円
繰延税金資産の純額 844,467千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
異の原因となった主要な項目別の内訳

当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。

（リースにより使用する固定資産に関する注記）
　貸借対照表に計上した固定資産のほか、社用車等の一部についてはリース契約により使用しており
ます。

－ 40 －
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社等

種 類 会社等の名称
議決権等の
所 有 割 合
（ ％ ）

関 係 内 容
取 引 の 内 容 取 引 金 額

(千円) 科 目 期末残高
(千円)

役 員 の
兼 任 等
( 名 )

事 業 上
の 関 係

子 会 社 ＴＯＷＡレーザーフロ
ント株式会社

所有
直接100.0 2 製品の外注・

資 金 の 援 助

資 金 の 貸 付
注２.（２）、注４ 700,000

関 係 会 社
短 期 貸 付 金 300,000資 金 の 返 済

注２.（２）、注４ 400,000
利 息 の 受 取
注２.（２） 1,207

子 会 社 TOWAM Sdn.Bhd. 所有
直接100.0

1 製品の外注・
資 金 の 援 助

製 品 の 外 注
注２.（１） 3,916,967

買 掛 金 454,193
前 渡 金 53,565

資 金 の 貸 付
注２.（２）、注３. 1,100,000

関 係 会 社
長 期 貸 付 金
（一 年 以 内 含 む）

1,100,000

利 息 の 受 取
注２.（２） 8,062 未 収 利 息 8,062

子 会 社 TOWA半導体設備(蘇
州)有限公司

所有
直接100.0 2 製品の外注・

資 金 の 援 助

製 品 の 外 注
注２.（１） 4,062,780

買 掛 金 303,100
前 渡 金 359,722

資 金 の 貸 付
注２.（２）、注４. 450,000 関 係 会 社

短 期 貸 付 金 450,000利 息 の 受 取
注２.（２） 568

子 会 社 TOWA韓国株式会社 所有
直接100.0 1

製品の外注・
営 業 委 託 ・
資 金 の 援 助

資 金 の 貸 付
注２.（２）、注３. 600,000

関 係 会 社
短 期 貸 付 金 250,000資 金 の 返 済

注２.（２）、注３. 950,000
利 息 の 受 取
注２.（２） 2,835

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。

２．取引条件および取引条件の決定方針等
　（１）一般取引条件を参考にして決定しております。
　（２）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、

担保の受入はありません。
３．資金の貸付については、設備資金であります。
４．資金の貸付については、運転資金であります。

－ 41 －
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（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 867円67銭
２．１株当たり当期純損失 18円71銭

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。

－ 42 －
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2019年５月９日
ＴＯＷＡ株式会社

取締役会　御中
ＰｗＣ京都監査法人

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 高 井 晶 治 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 野 村 尊 博 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＴＯＷＡ株式会社の2018年４月１日から
2019年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書
類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算
書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ＴＯＷＡ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2019年５月９日
ＴＯＷＡ株式会社

取締役会　御中
ＰｗＣ京都監査法人

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 高 井 晶 治 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 野 村 尊 博 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＴＯＷＡ株式会社の2018年４月１日か
ら2019年３月31日までの第41期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及
びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属
明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ
る監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監
査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手
続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明
細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効
性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内
部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含ま
れる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査等委員会の監査報告
監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2018年４月１日から2019年３月３１日までの第41期事業年度における取締役の
職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び内部監査室
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明す
るとともに、下記の方法で監査を実施しました。
(1)監査等委員会が定めた監査等委員会監査等規程に準拠し、当期の監査方針、職務の分担等に従い、
会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関
する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業
所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に対し事業の報告を求め、その業務及び
財産の状況を調査いたしました。
(2)会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwC京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人PwC京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年５月10日
　ＴＯＷＡ株式会社　監査等委員会

取 締 役 常勤監査等委員 小 林 久 芳 ㊞
社外取締役 監 査 等 委 員 桑 木 　 肇 ㊞
社外取締役 監 査 等 委 員 和 氣 大 輔 ㊞

以　上
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（メ　　モ）

－ 46 －

メモ
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（メ　　モ）

－ 47 －

メモ



2019/05/24 21:20:33 / 18483895_ＴＯＷＡ株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会会場ご案内図
（会　　場）　　京都市南区上鳥羽上調子町５番地

当社本社７階会議室
ＴＥＬ　（075）692－0250（代表）

京都タワー
東海道本線（ＪＲ京都線）

新都ホテル

京都

東寺
東
寺

九条通り

国
道
１
号
線

近
鉄
京
都
線十条

十条通り

九
条地
下
鉄
烏
丸
線

烏
丸
通
り

十
条

和食さと

久世橋通り 上
鳥
羽
口

くいな橋

竹
田京都南IC

国
道
24
号
線

油
小
路
通
り

名神高速道路

阪神高
速８号

京都線

京都市バス
市民防災
センター前

京都信金

Ｎ

TOWA本社

（交通機関）　　・近鉄京都線「十条」駅下車西へ徒歩約15分
・地下鉄烏丸線「十条」駅下車西へ徒歩約20分
・京都市バス「京都駅前」より（16・19・42系統）
「市民防災センター前」下車南へ徒歩約5分

・ＪＲ「京都」駅　八条口よりタクシー約10分

（お 願 い） 　　駐車場に限りがありますので、お車でのご来場は
ご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図




